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１．次世代育成支援対策推進法
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次世代育成支援対策推進法の趣旨
＜平成１７年度から１０年間の時限立法＞

行動計画策定指針
国において地方公共団体及び事業主が行動計画を策定する際の指針を策定。

地方公共団体行動計画の策定
①市町村行動計画
②都道府県行動計画
→ 地域住民の意見の反映、計画の
内容・実施状況の公表 等

事業主等行動計画の策定
①一般事業主行動計画（企業等）
＊大企業（301人以上）：義務付け
＊中小企業（300人以下）：努力義務

②特定事業主行動計画（国・地方公共団体）
＊策定・公表

次世代育成支援対策地域協議会
・都道府県、市町村、事業主、社会福
祉・教育関係者等が組織。

次世代育成支援対策推進センター
・ 経済団体による情報提供、相談等の
実施

施策・取組への協力等 策定支援等
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次世代法の概要①
（一般事業主行動計画の策定とくるみんマークの認定）

○ 次世代法は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的と
しており、平成17年度に施行され、平成26年度までの時限立法となっている。

○ 地方公共団体及び事業主に対し、次世代育成支援のための行動計画の策定を義務づけ（301人以上規模企業
は平成17年４月から、101人以上規模企業は平成23年４月から）。

○ 以下の一定の基準を満たす企業を厚生労働大臣が認定。（くるみんマークの認定）
・行動計画の期間が、２年以上５年以下であること。
・策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。
・３歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間短縮等の措置を講
ずる措置」を講じていること。
・計画期間内に、男性の育児休業等取得者がおり、かつ、女性の育児休業等取得率が70％以上だったこと。

従業員が３００人以下の一般事業主の特例

・計画期間内に男性の育児休業等取得者がいなかった場合でも、①～③のいずれかに該当すれば基準を満たす。
①計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性従業員がいること。（１歳に満たない子のために利用した場合を除く）
②計画期間内に、小学校就学前の子を育てる従業員に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性従業員がいること
③計画の開始前３年以内の期間に、育児休業等を取得した男性従業員がいること。

・計画期間内の女性の育児休業等取得率が７０％未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて
計算したときに、女性の育児休業等取得率が７０％以上であれば基準を満たす。

○ 平成21年に以下の点を改正。
・行動計画の策定義務を101人以上規模企業まで拡大（平成23年４月施行）
・行動計画の公表、従業員への周知を義務づけ（平成21年４月施行） 4



(1) 一般事業主行動計画の策定・届出義務の対象の拡大 （平成23年4月施行）

○ 中小事業主のうち一定規模以上(100人超)の事業主について、行動計画を策定・届け出なければならないもの
とする。

(2) 一般事業主行動計画の公表・周知 （平成21年4月施行）

○ 行動計画の策定・届出義務のある事業主について、行動計画の公表及び従業員への周知を義務づけるととも
に、行動計画の策定・届出が努力義務の事業主についても、同様の努力義務を設ける。

１ 次世代育成支援対策推進法の一部改正① （一般事業主による取組の促進）

○ 特定事業主行動計画（国、地方公共団体の長等が所属職員のために策定する次世代育成支援対策に関する計画）について、職員へ
の周知を義務付けるとともに、行動計画に基づく措置の実施状況を公表しなければならないものとする。（平成21年4
月施行）

２ 次世代育成支援対策推進法の一部改正② （特定事業主による取組の促進）

次世代法の概要②
（平成２１年一部改正内容）
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くるみん認定基準について

【平成21年改正による変更点】

１ 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと。

２ 行動計画の期間が、２年以上５年以下であること。

３ 策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。

４ 平成21年４月１日以降に策定・変更した行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。
【平成21年改正により追加】

５ 計画期間内において、男性の育児休業等取得者が１人以上いること。

従業員が３００人以下の一般事業主の特例

６ 計画期間内において、女性の育児休業等取得率が70％以上であること。
従業員が３００人以下の一般事業主の特例
・計画期間内の女性の育児休業等取得率が７０％未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて
計算したときに、女性の育児休業等取得率が７０％以上であれば基準を満たす。

７ ３歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間短縮等の
措置を講ずる措置」を講じていること。

８ 所定外労働の削減、年次有給休暇の取得の促進その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
のための措置を講じていること。

９ 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

【平成17年制定当初】
当該計画期間において、その雇用する男性労働者の
うち育児休業等をしたものがいない中小事業主にあっ
ては、当該計画期間の開始前三年以内の期間におい
て、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をした
ものがいれば足りること

【平成21年改正後（現行）】
計画期間内に男性の育児休業等取得者がいなかった場合でも、①～③のいずれか
に該当すれば基準を満たす。
①計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性従業員がいること。（１歳
に満たない子のために利用した場合を除く）
②計画期間内に、小学校就学前の子を育てる従業員に対する所定労働
時間の短縮措置を利用した男性従業員がいること
③計画の開始前３年以内の期間に、育児休業等を取得した男性従業員
がいること。
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１．計画策定に当たっての基本的な視点
①労働者の仕事と生活の調和の視点、②労働者の仕事と子育ての両立の視点、③企業全体での取組等の視点、④企業の実情を

踏まえた取組の視点、⑤社会全体による支援の視点 等

２．計画期間 おおむね２年間から５年間の範囲。
３．達成しようとする目標 制度の利用状況や制度の導入について、企業の実情に応じて達成状況を客観的に判断できる目標を設定。
４．その他
計画策定に当たっては、推進体制の整備、労働者の意見の反映、計画の公表及び周知等が重要。また、次世代育成支援対策推進
法の基準に適合する一般事業主の認定を申請することを念頭に置き、計画策定・実施を行うことが望ましい。

策定に関する基本的な事項

１．子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援す
るための雇用環境の整備

◯ 妊娠中及び出産後における配慮
◯ 子どもの出生時における父親の休暇取得の促進
◯ 育児・介護休業法の規定を上回る、より利用しやすい育児休
業制度の実施
◯ 男性の育児休業取得の促進、育児休業期間中の代替要員
の確保や育児休業中の労働者の職業能力の開発・向上等、
育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
◯ 短時間勤務制度やフレックスタイム制度の実施等、労働者
が子育てのための時間を確保できるようにするための措置の
実施
◯ 事業所内託児施設の設置及び運営
◯ 子どもの看護のための休暇の措置の実施
◯ 育児等退職者についての再雇用特別措置等の実施 等

２．働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
◯ ノー残業デー等の導入・拡充や企業内の意識啓発等による
所定外労働の削減
◯ 年次有給休暇の取得の促進
◯ 短時間正社員制度の導入・定着
◯ 在宅勤務等の導入
◯ 職場優先の意識や固定的な役割分担意識の是正のための
意識啓発 等

３．地域における子育て支援等
◯ 託児室・授乳コーナーの設置等による子育てバリアフリーの
推進
◯ 地域における子育て支援活動への労働者の積極的な参加
の支援等、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施
◯ 子どもが保護者の働いているところを実際に見ることができ
る「子ども参観日」の実施
◯ 企業内における家庭教育に関する学習機会の提供
◯ インターンシップやトライアル雇用等を通じた若年者の安定
就労・自立した生活の推進 等

行動計画策定指針（一般事業主行動計画部分）
（平成21年３月23日国家公安委員会・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第１号）

内容に関する事項

※ 上記の「内容に関する事項」を踏まえ、各企業の実情に応じた行動計画を策定。 7



２.次世代法の施行状況

（１）一般事業主行動計画等の施行状況
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一般事業主行動計画の届出数の推移

一般事業主行動計画の届出数と認定企業数の推移

認定企業数の推移
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16,618
20,918

23,882
24,390

23,695

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

5,088 8,264

14,935
18,925

24,993

32,707
36,364

64,202

70,235
70,333３００人以下企業

１００人以下企業

１０１人以上
３００人以下企業

３０１人以上企業

101人～300人規模企業の届出率は97.7％
301人～規模企業の届出率は98.4％
（平成２５年３月末時点）

117
272

498
645

790
919 976

1,101

11

21

47

72

130

176
243

370

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

545

128

293

717

920

1,095

1,219

301人以上規模企業

300人以下規模企業 1,471

（92.8％）
（91.4％）

（90.0％）

（85.9％）
（83.9％） （80.1％）

（74.8％）

（7.2％）

（8.6％）

（10.0％）

（14.1％）

（16.1％）
（19.9％）

（25.2％）

（資料出所）厚生労働省雇用均等・児童家庭局・職業家庭両立課「業務調べ」

※ 平成23年4月1日 101人以上300人以下企業 の一般事業主行動計画の策定・届け出の義務化
9



一般事業主行動計画の提出回数

25.5%
17.7% 21.7%

34.6%

79.0%
70.0%

83.4%
40.7%

40.3%
43.4%

39.0%

15.7%
22.1%

12.4%

22.9%
27.8%

23.7%
18.6%

2.5% 5.1% 1.2%
5.9% 7.7% 6.8% 3.8%

0.6% 1.4% 0.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

計
(815)

1000人
以上
(248)

500-
999人
(249)

300-
499人
(318)

計
(651)

200-
299人
(217)

100-
199人
(434)

300人以上 100-299人

無回答

４回

３回

２回

１回

○ 300人以上規模の企業では1回だけではなく、2回、3回、多い企業では4回の提出
となっており、多くの企業で一般事業主行動計画が多数回作成され提出されてい
る。

（資料出所）労働政策研究・研修機構「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査結果」（2013） 10



一般事業主行動計画策定の目的

○ 策定を始めた頃の目的と現在の目的は、ともに「仕事と子育ての両立支援」の割合が最も高く、次いで
「ワーク・ライフバランスの推進」、「従業員の心身の健康管理」となっている。

また、策定を始めた頃と現在を比較すると、「ワーク・ライフ・バランスの推進」、「従業員の心身の健康管
理」、「従業員の心身の健康管理」、「仕事と介護の両立支援」は、現在のほうが約１０％ポイント高くなってい
る。

82.3%

38.6%

22.9%

20.6%

18.3%

16.2%

8.9%

8.8%

5.8%

5.2%

4.5%

2.5%

1.0%

80.7%

49.2%

36.4%

30.2%

20.1%

23.9%

12.9%

13.3%

8.4%

13.3%

4.6%

6.6%

1.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

仕事と子育ての両立支援

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽの推進

従業員の心身の健康管理

仕事と介護の両立支援

福利厚生の一環

女性活用

CSR

人事戦略の一環

経営戦略の一環

高齢者活用

その他

ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの推進

わからない

策定を始めた頃 現在

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月）
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一般事業主行動計画に係る取組み
○ １期目、２期目、３期目とも、「育児休業制度」の割合が高く、次いで「短時間勤務制度」、「子どもの看護休
暇制度」が続いている。

61.6%

34.0%

28.2%

25.7%

23.4%

20.4%

16.1%

14.9%

8.3%

4.7%

4.6%

3.8%

3.4%

2.0%

1.2%

0.7%

0.1%

14.5%

52.2%

31.4%

27.1%

20.3%

20.8%

19.6%

17.6%

11.9%

8.9%

11.1%

6.9%

5.2%

6.6%

3.7%

2.9%

1.8%

0.3%

18.4%

40.9%

23.0%

17.9%

15.2%

18.8%

15.5%

15.8%

7.9%

8.8%

5.8%

6.7%

3.9%

5.2%

3.0%

1.2%

4.5%

0.3%

21.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

育児休業制度

短時間勤務制度

子どもの看護休暇制度

介護休業制度

時間外勤務の免除

配偶者出産時の休暇制度

子育てや介護に関する休暇制度

始業または終業の時刻の繰上げ･繰下げ

ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制度

結婚や育児を理由とする退職者の再雇用制度

子育てや介護以外の特定目的の休暇制度

事業所内託児施設の設置

子育てｻｰﾋﾞｽ費用の補助制度

失効年次有給休暇積立制度の育児事由の導入

配偶者転勤に伴う勤務地の配慮

在宅勤務制度

ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽなど柔軟な勤務場所の設定

その他制度

1期目（n=1,077） 2期目（n=621） 3期目（n=330）

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月）
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19

29

12

37

2

6

13

11

2

21

3

9

8

75

27

26
2

7
1

6

5

10

1

12
1

3

13

87

29

12

3

14

9

14

8

12

7

25
2

14

14

85

0 50 100 150 200 250

母性健康管理について、労働者に対する制度の周知

子どもが生まれる際の父親の休暇の取得の促進

法を上回る期間・回数等の育児休業制度の実施

男性の育児休業取得を促進するための措置の実施

労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項について

育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直し

育児休業を中の労働者の職業能力の開発・向上のための情報提供

育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の見直し

三歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働の免除

三歳以上の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度

フレックスタイム制度

始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度

子の看護休暇について、時間単位で取得できる等より利用しやすい制度の導入

育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく

産前産後休業など諸制度の周知

301人以上 101～300人 100人以下

一般事業主行動計画に盛り込まれている内容
（５００社アンケートの集計結果）（複数回答）

単位：社

（資料出所）厚生労働省雇用均等・児童家庭局・職業家庭両立課調べ （2012年7月時点）
13



一般事業主行動計画をきっかけに新設又は拡充した両立支援制度

○ 一般事業主行動計画の作成をきっかけに、育児休業制度や短時間勤務制度などを新
設又は拡充した企業は概ね３割を超えており、一般事業主行動計画の作成が企業にお
ける両立支援策の導入・拡充に一定の影響を与えている。

（資料出所）労働政策研究・研修機構「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査結果」（2013）

300人以上 100-299人

計 1000人
以上

500-
999人

300-
499人

計 200-
299人

100-
199人

育児休業制度 38.2% 44.0% 34.1% 36.8% 35.2% 35.9% 34.8%

短時間勤務制度 37.9% 46.8% 36.1% 32.4% 25.5% 26.3% 25.1%

その他 16.4% 20.2% 17.3% 12.9% 11.8% 11.5% 12.0%

特になし 37.9% 29.0% 40.2% 43.1% 46.4% 49.8% 44.7%

無回答 4.9% 4.8% 5.2% 4.7% 4.0% 3.2% 4.4%

合計 (815) (248) (249) (318) (651) (217) (434)

※ 自由記述の中の主なもの
子どもが生まれる際の父親の休暇の取得促進、子どもの看護休暇の拡充等、育児休業中の職業能力開発向上のための情報提供・復帰プ
ログラムの整備、ノー残業デーの実施・推進、年次有給休暇（計画休暇）の取得の促進、所定外労働の削減 等

※
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計画策定にあたって取り組んだことや工夫したこと

○ 「従業員への情報提供」が49.5％で最も割合が高く、次いで「推進担当者の外部セミ
ナー、研修等への参加」が31.6％、「計画策定のための体制整備」が30.5％で続いてい
る。

49.5%
31.6%

30.5%
28.9%

24.0%
21.5%

19.1%
17.1%
17.0%

16.2%
14.9%

13.5%
11.1%

8.1%
8.0%

1.8%
6.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

従業員への情報提供

推進担当者の外部ｾﾐﾅｰ､研修等への参加

計画策定のための体制整備

他社の取組状況に関する情報収集

従業員の制度利用状況の調査

兼務の担当者の設置

仕事と子育ての両立支援に関わる相談窓口の配置

従業員へのｱﾝｹｰﾄ調査

社会保険労務士等の専門家への相談

従業員への説明会､研修会の開催

従業員へのｲﾝﾀﾋﾞｭｰ

行政等の相談窓口のｱﾄﾞﾊﾞｲｽを得る

経営者からのﾒｯｾｰｼﾞ

管理職へのｲﾝﾀﾋﾞｭｰ

専任の担当者の設置

その他

特にない､わからない

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月）
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計画を策定・推進する過程での課題や苦労

○ 「目標の設定方法が難しい（自社が何を目的とすべきかわからない）」の割合が
最も高く（24.9 ％）、次いで「計画策定のための体制を整備することが難しい」が
18.8％となっている。

24.9%

18.8%

18.1%

18.0%

16.6%

14.9%

14.3%

12.7%

11.9%

7.2%

4.9%

12.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

目標の設定が難しい

計画策定のための体制を整備することが難しい

既に法定以上の制度を整備､これ以上の整備が難しい

職種や部署でﾆｰｽﾞや状況が様々で注力課題が定まらない

計画の意義について､従業員の理解が進まない

計画の意義について､管理職の理解が進まない

認定基準に対応した行動計画を策定することが難しい

制度整備を行ったが利用が進んでいない

担当者が計画作成の時間を確保することが難しい

計画の意義について､経営ﾄｯﾌﾟの理解が進まない

その他

特にない､わからない

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月） 16



（２）認定制度の施行状況

17



「くるみん」マークの認知度

○ 「くるみん」マークを知っているかどうか尋ねたところ、「知っており、マークの意味も
理解している」が79.1％だった。

知っており､マークの意

味も理解している

79.1%

見たことはあるが､マー

クの意味を理解してい

ない 10.9%

知らない 8.4%
無回答 1.7%

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月） 18



認定取得の目的

○ 「企業のイメージアップ」が79.6％で最も割合が高く、次いで「取り組みに対する従業
員の理解促進、全体的な取り組み推進」が67.8％で続いている。

79.6%

67.8%

45.6%

43.3%

36.7%

6.3%

4.8%

1.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

企業のｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ

取り組みに対する従業員の理解促進､全社的な取り組み推進

制度の利用促進

人材の確保

従業員の定着率の向上

入札での加点等のﾒﾘｯﾄ

商品･ｻｰﾋﾞｽの売上向上

その他

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月） 19



認定を受けるために行った取り組みや工夫点

○ 「行動計画の目標達成のための取組計画の策定」が70.7％で最も割合が高く、次い
で「男性の育児休業取得を推進するため、人事・総務等の担当から職場への働きかけ」
が52.6％で続いている。

70.7%

52.6%

51.1%

50.0%

29.3%

8.1%

2.2%

1.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

行動計画の目標達成のための取組計画の策定

男性の取得推進のため､人事･総務等から職場への働きかけ

従業員への情報提供､相談対応

行動計画を推進するための体制整備

管理職への情報提供､相談対応

制度利用を進めるための代替要員の確保

特にない､わからない

その他

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月） 20



認定の有無別 次世代育成支援を推進するために取り組んでいること

○ 認定を受けている企業のほうが、以下のほとんどの取り組みにおいて割合が高
い。

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月）

合計 従業員に
対する情
報提供

従業員に
対する研
修の実施

管理職に
対する研
修の実施

推進のた
めの体制
整備

相談窓口
や担当者
の配置

制度利用
者への面
談､相談
の実施

管理職向
け職場運
用ﾏﾆｭｱﾙ
の作成

他社との
情報交換

全体 1,077
100.0

482
44.8

179
16.6

207
19.2

367
34.1

360
33.4

307
28.5

61
5.7

175
16.2

認定あり 270
100.0

182
67.4

83
30.7

88
32.6

143
53.0

136
50.4

116
43.0

45
16.7

80
29.6

認定なし 751
100.0

277
36.9

85
11.3

109
14.5

207
27.6

216
28.8

179
23.8

13
1.7

87
11.6

合計 社会保険
労務士等
の専門家
のｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
を得る

行政等の
相談窓口
のｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
を得る

行政等が
実施する
ｾﾐﾅｰへの
参加

その他 特にない､
わからな
い

無回答

全体 1,077
100.0

189
17.5

94
8.7

317
29.4

37
3.4

87
8.1

14
1.3

認定あり 270
100.0

42
15.6

41
15.2

105
38.9

11
4.1

2
0.7

2
0.7

認定なし 751
100.0

135
18.0

50
6.7

203
27.0

26
3.5

71
9.5

12
1.6

21



0 20 40 60 80 100

無回答

特にない・わからない

その他取り組み

非正規従業員に対する両立支援制度の利用環境整備

男性従業員に対する両立支援制度の利用

仕事の進め方の見直し・業務の効率化の推進

女性の採用拡大や登用促進など、ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｱｸｼｮﾝの推進

職場優先の意識や性別役割分担意識等の解消の取り組み

年次有給休暇の取得促進

特定部署や職種・長時間勤務者への残業削減の取り組み

全社的な残業削除の取組

妊娠中における配慮

育休取得者等の復職支援・能力開発支援の充実

結婚や育児を理由とする退職者の再雇用制度

子育てｻｰﾋﾞｽ費用の補助制度

事業所内託児施設の設置

配偶者出産時や子育て、介護に関する休暇制度の整備

在宅勤務制度、ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽなど柔軟な勤務場所の設定

ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ、時刻の繰上げ・繰下げ等、勤務時間への配慮

短時間勤務について、法定以上の制度整備

子どもの看護休暇について、法定以上の制度整備

介護休業について、法定以上の制度整備

育児休業について、法定以上の制度整備 認定なし

認定あり

認定の有無別 現在取り組んでいる両立支援や雇用均等推進の取り組み

○ 認定を受けている企業のほうが、いずれの取り組みの割合も高い。

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月）

・認定なし の合計751社を100とした割合
・認定あり の合計270社を100とした割合

（％）
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0 10 20 30 40

無回答

特にない、わからない

その他取り組み

非正規従業員に対する両立支援制度の利用環境整備

男性従業員に対する両立支援制度の利用環境整備

仕事の進め方の見直し・業務の効率化の推進

女性の採用拡大や登用促進など、ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ・ｱｸｼｮﾝの推進

職場優先の意識や性別役割分担意識等の解消の取り組み

年次有給休暇の取得促進

特定部署や職種・長時間勤務者への残業削減の取り組み

全社的な残業削減の取り組み

妊娠中における配慮

育休取得者等の復職支援・能力開発支援

結婚や育児を理由とする退職者の再雇用制度

子育てｻｰﾋﾞｽ費用の補助制度

事業所内託児施設の設置

配偶者出産時や子育て、介護に関する休暇制度の整備

在宅勤務制度、ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽなど柔軟な勤務場所の設定

ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ、時刻の繰上げ・繰下げ等、勤務時間への配慮

短時間勤務について、法定以上の制度整備

子どもの看護休暇について、法定以上の制度整備

介護休業について、法定以上の制度整備

育児休業について、法定以上の制度整備 認定なし

認定あり

認定の有無別 今後新たに取り組みたい両立支援や雇用均等推進の取り組み

○ 現在の取り組み状況を反映し、ほとんどの取り組みについて、認定を受けていない企業のほうが割合が高くなっ
ている。

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月）

・認定なし の合計751社を100とした割合
・認定あり の合計270社を100とした割合

（％）
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くるみんマークの認定申請の希望状況

○ 認定を申請したい企業（「認定済・今後も認定希望」と「未認定・認定希望」の計）
は300人以上規模で29.1％、100～299人規模で16.1％となっており、認定を申請す
る予定はない企業（「認定済・今後は認定希望なし」と「未認定・認定希望なし」の
計）は300人以上規模で68.3％、100～299人規模で81.2％となっている。

（資料出所）労働政策研究・研修機構「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査結果」（2013）

300人以上 100-299人

計 1000人
以上

500-
999人

300-
499人

計 200-
299人

100-
199人

認定済・今後も認定希望 8.3% 15.6% 5.6% 4.8% 2.7% 1.3% 3.3%

認定済・今後は認定希望なし 2.0% 3.2% 2.2% 1.0% 2.1% 3.3% 1.6%

未認定・認定希望 20.8% 21.3% 21.3% 20.1% 13.4% 15.3% 12.5%

未認定・認定希望なし 66.3% 58.6% 67.0% 71.9% 79.1% 76.0% 80.6%

無回答 2.5% 1.3% 4.0% 2.3% 2.7% 4.0% 2.1%

合計 (1,036) (314) (324) (398) (934) (300) (634)
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認定取得の継続の有無

継続している 89.3%

継続していない 10.7%

○ 最初の認定後、現在まで認定取得を継続しているかどうか尋ねたところ、「継
続している」が89.3％となっている。

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月） 25



認定取得継続意向の有無

○ 今後も「くるみん」認定の制度があれば、取得を継続したいと思うかどうか尋ねた
ところ、「継続したいと思う」が61.1％、「まあ継続したいと思う」が24.8％だった。

継続したいと思う

61.1%まあ継続したいと思う

24.8%

あまり継続したいと思

わない 9.6%

継続したいと思わない

1.9%
無回答 2.6%

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月） 26



「くるみん」の認定を受けたことがない理由

○ 「自社で取り組むメリットを感じない」（30.0％）の割合が最も高く、次いで「書類準
備等の実務的負担が大きい」が22.9％だった。
○ 「その他」には、「基準を満たしていないため」、「全ての基準を満たすのは難し
い」等の回答がみられた。

30.0%

22.9%

20.0%

11.6%

2.7%

22.9%

5.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

自社で取り組むﾒﾘｯﾄを感じない

書類準備等の実務的負担が大きい

受けられる自信がない

認定制度についてよく知らない

応募方法が分からない

その他

わからない

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月） 27



「くるみん」の認定取得を取りやめた理由

○ 「認定の手続きの負担が大きいため」が44.8％を占めている。

44.8%

27.6%

27.6%

24.1%

0.0%

6.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

認定の手続きの負担が大きいため

特定の要件を満たすことができなかったため

認定取得による効果が見込まれなかったため

現行以上の目標設定が困難だったため

育児世代の従業員が少ないため

その他

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月） 28



税制優遇制度の利用有無

○ 税制優遇制度（建物等の割増償却制度）については、「受けたことがない」が
81.1％と多数を占めた。

受けたことがある 1.1% 現在受けている 3.3%

受けたことがない

81.1%

わからない 11.1%

無回答 3.3%

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月） 29



税制優遇制度を受けていない理由

○ 「対象となる建物等を有さない」（46.6％）の割合が高い。

46.6%

16.9%

11.4%

11.0%

7.8%

8.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

対象となる建物等を有さない

制度を知らなかった

ﾒﾘｯﾄが少ない

対象期間外に認定を受けた

手続きが煩雑

その他

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月） 30



計画策定・認定に関わる課題、要望

42.0%

29.8%

24.8%

14.3%

6.5%

1.8%

23.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

計画策定や認定の具体的なﾒﾘｯﾄを増やして欲しい

計画策定の手続きの負担軽減を図って欲しい

認定手続きの負担軽減を図って欲しい

計画策定や認定取得の支援をして欲しい

取り組み推進企業の区別のため認定に段階を設けてほ

しい

その他

特にない､わからない

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月）

◯ 計画策定・認定に関わる課題、要望については、「計画策定や認定の具体的なメリットを増やしてほし
い」の割合が４２．０％と最も高かった。次いで、「計画策定の手続きの負担軽減を図って欲しい」が２９．
８％だった。
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計画策定や認定取得のためのアドバイス等の支援の希望

計画策定について受

けたい 8.0%

認定取得について受

けたい 7.2%

受けたいと思わない

48.3%

わからない 33.6%

その他 0.8% 無回答 2.1%

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月）

◯計画策定や認定取得のために、外部の相談機関やアドバイザー・コンサルタント等の支援を「過去も現
在も受けていない」または「わからない」と回答した６６６企業に、支援を受けたいかどうか尋ねたところ、
「受けたいと思わない」が４８．３％、「わからない」が３３．６％だった。
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３．次世代法の効果

（１）次世代法の具体的な効果
①行動計画等の効果
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一般事業主行動計画の作成と両立支援制度の導入状況
○ 一般事業主行動計画を作成している企業の方が作成していない企業に比べて、両立支援制度の
導入割合が高くなっている。

○ くるみんマークの認定企業の方が認定を受けていない企業に比べて、両立支援制度の導入割合が
高くなっている。

300人以上 100-299人
行動計画作成 行動

計画
未作成

行動計画
作成

行動
計画
未作成計

くるみん
認定

くるみん
非認定

育児休業制度 97.5% 98.1% 97.6% 93.7% 97.2% 91.2%

介護休業制度 97.3% 98.1% 97.4% 82.8% 92.5% 76.0%

育児のための短時間勤務制度 93.6% 97.2% 93.0% 83.3% 86.6% 71.7%

子の看護休暇制度 91.0% 96.3% 90.7% 65.2% 80.0% 51.6%

介護のための短時間勤務制度 87.0% 86.9% 87.1% 67.9% 80.6% 64.0%

所定外労働（残業）を免除する制度 81.1% 93.5% 79.3% 59.7% 70.2% 47.3%

配偶者が出産の時の男性の休暇制度 77.7% 89.7% 76.0% 54.3% 69.7% 49.5%

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 64.0% 68.2% 63.3% 48.9% 57.0% 40.3%

フレックスタイム制度 30.8% 39.3% 29.7% 22.2% 21.7% 23.3%

転勤免除（地域限定社員制度など） 15.1% 27.1% 13.5% 14.9% 6.5% 8.8%

職場復帰支援策 15.0% 32.7% 12.3% 7.7% 11.4% 7.4%

子育てサービス費用の援助措置など 12.4% 25.2% 10.6% 6.3% 3.1% 2.8%

事業所内託児施設の運営 6.5% 9.3% 6.2% 3.2% 1.2% 1.8%

在宅勤務制度 3.9% 12.1% 2.7% 2.7% 1.7% 4.2%

合計 (815) (107) (697) (221) (651) (283)

（資料出所）労働政策研究・研修機構「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査結果」（2013） 34



一般事業主行動計画の作成と一般従業員（女性：子どもあり）の
両立支援制度の利用経験

○ 両立支援制度を実際に利用することが多い一般従業員の女性（子どもあり）は、一般事業主行動計
画を作成している企業の方が、さらにはくるみんマークの認定企業の方が、各種制度の利用割合が高
い傾向にある。

300人以上 100-299人
行動計画作成 行動

計画
未作成

行動計画
作成

行動
計画
未作成

計
くるみん
認定

くるみん
非認定

育児休業制度 67.9% 79.7% 68.2% 58.2% 48.3% 37.6%

育児のための短時間勤務制度 32.4% 49.2% 31.8% 21.9% 19.3% 13.4%

子の看護休暇制度 18.0% 22.0% 18.1% 15.8% 9.4% 8.1%

フレックスタイム制度 14.1% 17.8% 14.1% 12.3% 9.4% 6.7%

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 10.9% 18.6% 9.6% 10.3% 8.7% 8.7%

所定外労働（残業）を免除する制度 7.9% 13.6% 7.0% 6.8% 4.5% 2.0%

職場復帰支援策 1.8% 4.2% 1.6% 0.7% 0.5% 1.3%

介護休業制度 1.8% 0.8% 1.9% 2.1% 1.6% 2.0%

事業所内託児施設の運営 1.7% 2.5% 1.8% 0.7% 0.5% -

子育てサービス費用の援助措置など 1.2% 0.8% 1.3% 1.4% 0.4% -

転勤免除（地域限定社員制度など） 0.8% 3.4% 0.3% 0.7% 0.4% -

介護のための短時間勤務制度 0.8% 1.7% 0.5% 1.4% 0.5% -

在宅勤務制度 0.7% 2.5% 0.5% - - -

配偶者が出産の時の男性の休暇制度 - - - - - -

その他 0.6% 0.8% 0.5% 0.7% 0.4% -

いずれも利用したことがない 23.1% 11.9% 23.5% 28.8% 40.3% 50.3%

無回答 2.6% 0.8% 2.2% 5.5% 4.9% 4.0%

合計 (900) (118) (625) (146) (553) (149)
（資料出所）労働政策研究・研修機構「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査結果」（2013） 35



一般事業主行動計画の作成と女性正社員の
妊娠・出産時までの継続状況

○ 一般事業主行動計画を作成している企業の方が作成していない企業に比べて、「ほとんどの者が
出産後も正社員として働き続けている」の割合が高く、また、「妊娠または出産前に離職する者もい
るが、出産後も働き続ける者の方が多い」を加えた割合も高くなっている。

○ 一般事業主行動計画の作成の有無と同様に、くるみんマーク認定企業の方が、「ほとんどの者が出
産後も正社員として働き続けている」の割合が高く、また、「妊娠または出産前に離職する者もいる
が、出産後も働き続ける者の方が多い」を加えた割合も高くなっている。

48.2%

57.0%

46.9%

34.4%

36.7%

23.3%

35.6%

35.5%

35.6%

38.9%

26.4%

29.7%

9.3%

2.8%

10.3%

16.7%

21.2%

19.4%

1.7%

0.9%

1.9%

3.6%

5.4%

11.7%

3.7%

2.8%

3.7%

4.5%

7.5%

9.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行動計画作成・計(815)

行動計画作成・くるみん

認定(107)

行動計画作成・くるみん

非認定(697)

行動計画未作成(221)

行動計画作成（651）

行動計画未作成(283)

30
0人
以
上

10
0-

29
9人

ほとんど継続 継続者多い 退職者多い 継続者いない その他 無回答

（資料出所）労働政策研究・研修機構「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査結果」（2013）
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女性正社員の勤続年数

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

行
動
計
画
を
策
定
し
て
い
な
い
（n=73)

行
動
計
画
を
策
定
し
、
認
定
を
受
け
た

（n=117)

行
動
計
画
は
策
定
し
た
が
、
認
定
は
受
け

て
い
な
い
（n=229)

上
記
以
外
（
無
回
答
を
含
む
）
（n=40)

無回答

25年以上

21～24年

20年

16～19年

11～15年

10年

6～9年

4～5年

1～3年

女性正社員の勤続年数 （n=459）（資料出所）佐藤博樹・朝井友紀子『企業の次世代育成支援に関する調査報告書』（子ども未来財団、2011）

◯ 行動計画を策定していない企業では、勤続年数５年以下の企業割合が高くなっている。
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一般事業主行動計画の作成と両立支援、
ワーク・ライフ・バランスをすすめるための方策

○ 一般事業主行動計画を作成している企業の方が作成していない企業に比べて、両立支援、ワーク・
ライフ・バランスをすすめるための方策の実施割合が高くなっている。

○ くるみんマークの認定企業の方が認定を受けていない企業に比べて、両立支援、ワーク・ライフ・バ
ランスをすすめるための方策の実施割合が高くなっている。

特に、くるみんマークの認定要件である「男性の育児休業取得の推進」の差が認定企業と認定を受
けていない企業で大きくなっている。

300人以上 100-299人

行動計画作成 行動
計画
未作成

行動
計画
作成

行動
計画
未作成計

くるみん
認定

くるみん
非認定

育児休業などの両立支援制度の従業員への周知 90.8% 95.3% 90.4% 82.4% 87.7% 62.5%

企業全体としての所定外労働（残業）削減の取り組み 89.4% 91.6% 89.4% 87.3% 87.1% 78.4%

育児に係る休業や短時間勤務についての協力の確保 87.9% 91.6% 87.5% 80.1% 79.9% 63.3%

女性の結婚・出産後の就業継続意識の向上の推進 55.7% 64.5% 54.5% 52.5% 51.9% 47.0%

男性の育児休業取得の推進 42.9% 72.9% 38.6% 23.5% 35.5% 17.0%

合計 (815) (107) (697) (221) (651) (283)

（資料出所）労働政策研究・研修機構「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査結果」（2013）
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一般事業主行動計画の作成と両立支援策の
整備に関する企業の反応

○ 一般事業主行動計画を作成している企業の方が、さらにはくるみんマークの認定を受け
ている企業の方が、両立支援策の整備に関して積極的な効果を見出している状況にあ
る。

300人以上 100-299人

行動計画作成
行動
計画
未作成

行動計画
作成

行動
計画
未作成計

くるみん
認定

くるみん
非認定

女性の勤続年数が伸びた 59.0% 76.6% 56.4% 55.2% 41.9% 39.6%

女性のモチベーションが上がった 42.9% 60.7% 40.6% 35.7% 29.2% 23.0%

利用していない人の仕事量が増えた 32.6% 32.7% 32.7% 28.5% 24.0% 19.8%

雰囲気がよくなった 31.9% 52.3% 28.7% 30.8% 22.3% 19.4%

職場が活性化した 28.5% 50.5% 25.1% 24.0% 16.3% 14.5%

女性の役職者が増えた 18.9% 26.2% 17.9% 14.5% 8.6% 10.6%

対象とならない人から不満が出た 8.6% 10.3% 8.2% 6.8% 5.2% 3.9%

合計 (815) (107) (697) (221) (651) (283)

（資料出所）労働政策研究・研修機構「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査結果」（2013） 39



一般事業主行動計画の作成と企業の両立支援の取り組みに対する
一般従業員（女性：子どもあり）の評価

300人以上 100-299人

行動計画作成 行動
計画
未作成

行動計
画
作成

行動
計画
未作成計

くるみん
認定

くるみん
非認定

女性が結婚・出産後も辞めずに働ける環境
にあると思う

78.2% 85.6% 79.0% 68.5% 69.3% 63.1%

育児休業がとりやすい環境にあると思う 75.4% 84.7% 76.6% 62.3% 60.4% 53.0%

短時間勤務がとりやすい環境にあると思う 49.6% 59.3% 49.3% 43.2% 35.8% 34.2%

男性の育児休業取得に積極的であると思う 12.0% 21.2% 10.7% 9.6% 7.6% 7.4%

合計 (900) (118) (625) (146) (553) (149)

○ 両立支援制度を実際に利用することが多い一般従業員の女性（子どもあり）は、一般事業主行動計
画を作成している企業の方が、さらにはくるみんマークの認定企業の方が、企業の両立支援の取り組
みについても一定程度評価している状況にある。

（資料出所）労働政策研究・研修機構「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査結果」（2013） 40



3.4%
8.9%

0.7%
1.6%

1.0%
12.6%

16.2%
7.4%

38.8%
6.1%

5.3%
9.1%

6.0%
10.7%
10.7%

15.8%
18.6%

10.9%
27.9%

6.7%
26.3%

27.7%
33.2%

17.6%
11.4%

2.5%
3.9%

17.8%
27.0%

17.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

わからない

特にない

その他

自治体等の入札における加点､融資制度の活用等

商品･ｻｰﾋﾞｽの売上向上

顧客･社会全般に対するｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ

学生に対するｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ

従業員の子ども数の増加

育児･出産を理由とした退職者の減少

職場環境･人間関係の向上

業務の質の向上

生産性の向上､業務効率化の推進

従業員のｽﾄﾚｽ軽減

従業員の健康維持

従業員の意欲向上､ﾓﾗﾙ向上

従業員の定着率の向上

生活に配慮した働き方をする従業員の増加

通常勤務と異なる働き方をする従業員の増加

労働時間や時間制約に対する意識の向上

週労働時間60時間以上の従業員の割合の減少
所定時間外労働の削減

年次有給休暇の取得率の向上

女性従業員の制度利用促進

男性従業員の制度利用促進

女性従業員の採用

男性従業員の採用

推進担当者･部署の活動しやすさ向上

管理職の制度認知度の向上

従業員の制度認知度の向上

取り組みに対する全社での理解促進

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月）

計画を策定・推進したことによる効果
○ 「育児・出産を理由とした退職者の減少」の割合が最も高く（38.8％）、次いで「女性従業員の制度利用促
進」が33.2％、「労働時間や時間制約に対する意識の向上」が27.9％となっている。
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②認定制度の効果
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71.8
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た
が
、
認
定

は
受
け
て
い
な
い
（n=229
）

上
記
以
外
（無
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答
を
含
む
）

（n=37

）

無回答

予定していなかった

予定していた

行動計画の計画段階で認定の取得予定有無

（注）n＝383

（資料出所）佐藤博樹・朝井友紀子『企業の次世代育成支援に関する調査報告書』（子ども未来財団、2011） 43

◯ くるみん認定の取得は、行動計画の計画段階で予定して策定するかどうかによる影響が大きい。



認定の有無別 制度の利用者数

○ 認定を受けている企業のほうが利用者数が多い傾向がみられる。

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月）

男性 女性

件数 平均（人） 件数 平均（人）

①育児休業制度：全体 ９４７ １．０ １０２７ １２．３

認定あり ２５０ ３．４ ２５８ ３６．２

認定なし ６５５ ０．１ ７１８ ３．９

②介護休業制度：全体 ９２５ ０．１ ９３２ ０．４

認定あり ２３９ ０．３ ２３８ １．３

認定なし ６４４ ０．１ ６５１ ０．１

③子どもの看護休暇制度：全体 ９１１ ２．４ ９１９ ６．４

認定あり ２２７ ７．３ ２２３ ２１．５

認定なし ６４２ ０．４ ６５１ １．５

④短時間勤務制度：全体 ９１６ ０．２ ９６８ ９．４

認定あり ２３６ ０．８ ２５０ ２８．９

認定なし ６３８ ０．１ ６７２ ２．４
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認定の有無別 平均勤続年数

○ 男女ともに、認定を受けている企業のほうが平均勤続年数が長い。

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月）

件数 平均 標準偏差 中央値 最大値 最小値

男性 全体 973 13.5 7.85 13.0 57.7 1.6

認定あり 259 14.9 6.97 15.2 45.9 1.6

認定なし 669 13.0 7.96 12.0 57.7 1.9

女性 全体 972 10.6 6.94 9.1 51.1 0.5

認定あり 258 11.2 5.90 10.2 45.7 1.3

認定なし 669 10.4 7.18 8.6 51.1 0.5

単位：年
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認定の有無別 計画を策定・推進したことによる効果
○ いずれの項目についても、認定を受けている企業のほうが回答の割合が高かった。

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月）

合計 男性従業員の採

用

女性従業員の採

用

従業員の定着率

の向上

育児･出産を理

由とした退職者

の減少

取り組みに対す

る全社での理解

促進

従業員の制度認

知度の向上

管理職の制度認

知度の向上

女性従業員の制

度利用促進

全体 1,077
100.0

27
2.5

123
11.4

170
15.8

418
38.8

185
17.2

291
27.0

192
17.8

358
33.2

認定あり 270
100.0

12
4.4

65
24.1

65
24.1

150
55.6

98
36.3

129
47.8

88
32.6

144
53.3

認定なし 751
100.0

14
1.9

56
7.5

98
13.0

253
33.7

84
11.2

152
20.2

99
13.2

204
27.2

合計 男性従業員の制

度利用促進

推進担当者･部

署の活動しやす

さ向上

労働時間や時間

制約に対する意

識の向上

所定時間外労働

の削減

週労働時間60
時間以上の従業

員の割合の減少

年次有給休暇の

取得率の向上

従業員の子ども

数の増加

生活に配慮した

働き方をする従

業員の増加

全体 1,077
100.0

190
17.6

42
3.9

300
27.9

283
26.3

72
6.7

298
27.7

80
7.4

200
18.6

認定あり 270
100.0

124
45.9

26
9.6

106
39.3

73
27.0

26
9.6

94
34.8

32
11.9

94
34.8

認定なし 751
100.0

63
8.4

16
2.1

184
24.5

200
26.6

46
6.1

193
25.7

46
6.1

101
13.4

合計 通常勤務と異な

る働き方をする

従業員の増加

生産性の向上､

業務効率化の推

進

業務の質の向上 従業員の意欲向

上､ﾓﾗﾙ向上

従業員の健康維

持

従業員のｽﾄﾚｽ

軽減

職場環境･人間

関係の向上

学生に対するｲ

ﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ

全体 1,077
100.0

117
10.9

98
9.1

57
5.3

115
10.7

115
10.7

65
6.0

66
6.1

175
16.2

認定あり 270
100.0

67
24.8

40
14.8

22
8.1

52
19.3

30
11.1

26
9.6

34
12.6

114
42.2

認定なし 751
100.0

49
6.5

56
7.5

35
4.7

58
7.7

79
10.5

38
5.1

31
4.1

58
7.7

合計 顧客･社会全般

に対するｲﾒｰｼﾞ

ｱｯﾌﾟ

商品･ｻｰﾋﾞｽの

売上向上

自治体等の入札

における加点､

融資制度の活用

等

その他 特にない わからない 無回答

全体 1,077
100.0

136
12.6

11
1.0

17
1.6

8
0.7

96
8.9

37
3.4

67
6.2

認定あり 270
100.0

90
33.3

7
2.6

13
4.8

1
0.4

5
1.9

3
1.1

2
0.7

認定なし 751
100.0

44
5.9

4
0.5

4
0.5

5
0.7

87
11.6

29
3.9

48
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認定後の社内外の反応

○ 社内では「従業員の両立支援に関する意識が広まった」が51.5％で最も割合が
高く、社外では「社外からの反応は特にない」（30.0％）に続いて、「名刺等の添付
マークにより、顧客等とのコミュニケーションがしやすくなった」が26.3％となっている。

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月）

51.5%

46.3%

44.4%

17.4%

17.0%

11.9%

8.1%

0.4%

26.3%

20.4%

18.5%

14.1%

11.5%

6.3%

3.7%

1.5%

30.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

従業員に両立支援に関する意識が広まった

会社の取り組み姿勢に対する従業員の理解が促進された

子育てしながら働きやすい職場風土の意識が醸成された

社内での反応は特にない

制度利用者に対する上司･同僚のﾈｶﾞﾃｨﾌﾞな反応が減った

推進担当者･担当部署の活動に対する支持･支援が増えた

経営ﾄｯﾌﾟが取り組みに意欲的になった

社内その他

名刺等の添付ﾏｰｸにより､顧客等とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがしやすくなった

ﾏｽｺﾐ等の問い合わせ､新聞や雑誌へ掲載､ﾃﾚﾋﾞ放映等があった

他社からの問い合わせ､講演や研修の依頼があった

自治体等から表彰された

新卒採用の応募が増加した

中途採用の応募が増加した

入札で加点される等競争力が高まった

社外その他

社外からの反応は特にない

＜社外＞

＜社内＞

47



認定マークの活用状況

○ 「公式ホームページに掲載」が63.0％で最も割合が高く、次いで「名刺に印刷・
シールで貼りつけ」が53.3％、「採用関係の資料に掲載」が40.0％で続いている。

63.0%

53.3%

40.0%

34.1%

28.9%

12.6%

11.1%

4.8%

2.6%

0.7%

5.2%

8.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載

名刺に印刷･ｼｰﾙで貼りつけ

採用関係の資料に掲載

会社ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに掲載

社内報に掲載

求人広告に掲載

社屋に掲示

社用封筒や便箋に掲載

商品･ｻｰﾋﾞｽの広告に掲載

商品に掲載

その他

特に活用していない

（資料出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度一般事業主行動計画に関する調査結果報告書」（平成２５年２月） 48
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くるみん認定を取得したことによる効果

（注）n=117（複数回答）
（資料出所）佐藤博樹・朝井友紀子『企業の次世代育成支援に関する調査報告書』（子ども未来財団、2011）

◯ くるみんを取得した効果として、企業の社会的なイメージアップにつながった（70.9％）が最も高くなっているが、一般社
員、経営トップ、管理職の仕事と子育ての両立に対する理解が深まったや、女性、男性の育児休業取得者の増加、優秀な
人材を採用、結婚、出産を理由に退職する女性社員が減少したなども一定割合挙がっている。（％）
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（２）両立支援制度の導入・利用状況
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育児休業取得率の推移
○ 育児休業取得率は、男女とも上昇傾向にあり、女性は９割近くになっているが、男性は
依然として２％台にとどまっている。
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30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

8 11 14 16 17 19 20 21 22 23

(%)

育児休業取得率＝

調査前年度１年間（※）の出産者（男性の場合は配偶者が出産した者）の数

出産者のうち、調査時点までに育児休業を開始した者（開始予定の申出をしている者を含む。）の数

（資料出所）厚生労働省「雇用均等基本調査」

（※１） 平成23年度調査においては、平成21年10月１日から平成22年９月30日までの１年間。
（※２） 岩手県、宮城県及び福島県は除く

（年度）

女性

男性
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53.5 

61.4 61.6 
66.4 68.3 

98.7 99.2 99.9 99.8 100.0 

88.5 
93.6 95.5 97.2 97.6 

74.0 
78.0 

83.7 86.4 88.1 

49.4 

57.5 56.5 
61.4 63.3 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

総数

５００人以上

１００～４９９人

３０～９９人

５～２９人

育児休業制度の規定率の推移

平成１７年 次世代育成支援対策推進法 施行 平成２１年 次世代育成支援対策推進法の一部改正

（資料出所）厚生労働省「雇用均等基本調査」

◯ 育児休業取得者の規定率は、規模の大きい事業所ほど高くなっているが、全体的に上昇傾向にある。

（％）
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平成１１年

度

平成１４年

度

平成１７年

度

平成２０年

度

平成２２年

度

平成２３年

度

全体 56.4 64.0 72.3 90.6 83.7 87.8
５００人以上 76.3 77.2 87.3 90.1 91.0 91.4
１００～４９９人 71.4 75.9 79.0 89.2 89.9 93.4
３０～９９人 47.2 64.2 76.9 88.1 83.7 86.7
５～２９人 55.0 55.6 58.5 93.4 79.2 83.3

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

事業所規模別の女性の育児休業取得率の推移

平成１７年 次世代育成支援対策推進法 施行 平成２１年 次世代育成支援対策推進法の一部改正

（資料出所）厚生労働省「雇用均等基本調査」 ※平成２３年度は、岩手県、宮城県及び福島県は除く

◯ 女性の育児休業取得率は、全体的に上昇傾向にあるが、特に平成１７年度から２０年度にかけては、規定の小さ
い事業所を中心に、大幅な上昇がみられている。

（％）
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事業所規模別の男性の育児休業取得率の推移

平成１１

年度

平成１４

年度

平成１７

年度

平成２０

年度

平成２２

年度

平成２３

年度

全体 0.42 0.33 0.50 1.23 1.38 2.63
５００人以上 0.11 0.13 0.13 1.12 2.20 2.85
１００～４９９人 0.14 0.06 0.14 1.36 0.87 2.55
３０～９９人 0.91 0.02 0.84 1.11 1.74 3.73
５～２９人 0.34 0.53 0.66 1.25 1.25 1.79

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

平成１７年 次世代育成支援対策推進法 施行 平成２１年 次世代育成支援対策推進法の一部改正

（資料出所）厚生労働省「雇用均等基本調査」 ※平成２３年度は岩手県、宮城県及び福島県は除く

◯ 男性の育児休業取得者は低い水準ながら、平成１７年度以降上昇幅が大きくなっている。
（％）

54



育児のための短時間勤務制度の有無

○ 300人以上規模企業について、2006年と2013年を比較すると75.7％から91.4％と
大きく上昇している。

（資料出所）労働政策研究・研修機構「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査結果」（2013） 55



育児のための短時間勤務制度の女性利用者の有無

○ 300人以上規模企業について、2006年と2013年を比較すると67.2％から81.3％と
なっており、大きく上昇している。

（資料出所）労働政策研究・研修機構「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査結果」（2013） 56



育児のための短時間勤務制度の男性利用者の有無

○ 育児のための短時間勤務制度の男性利用者の割合は低く、1,000人以上の大企
業においても２割程度となっている。

（資料出所）労働政策研究・研修機構「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査結果」（2013） 57



子の看護休暇取得者割合

○子の看護休暇取得者割合は男女ともに上昇。

年度 女性 男性 男女計

Ｈ17 9.2 2.5 4.2

Ｈ20 15.2 2.8 6.1

（資料出所）厚生労働省「雇用均等基本調査」

単位：％

58



両立支援施策整備の推移（３０人以上企業）

67.6
63

68.9

82.1

48.9 50.1
55.6

77.4

10.1 9 9.4
17.1

27.5 27.3 29.2

44.6

35.5 36.3 39.2

72.4

1.4 2.1 3.9 4.42.1 2.9
6.7 7.4

10.6 16 10
17.1

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

短時間勤務等の措置を実施している

短時間勤務等の措置を実施している短時

間勤務制度

短時間勤務等の措置を実施しているフ

レックスタイム

短時間勤務等の措置を実施している始業

終業時刻の繰り上げ・繰り下げ

短時間勤務等の措置を実施している所定

外労働の免除

短時間勤務等の措置を実施している事業

所内託児施設

短時間勤務等の措置を実施している経費

の援助措置

短時間勤務等の措置を実施している１歳

以上の子を対象とする育児休業

◯ 短時間勤務制度、始業終業時間の繰り上げ・繰り下げ、所定外労働の導入割合が上昇している。

（資料出所）厚生労働省「雇用均等基本調査」

（％）
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両立支援施策整備の推移（５００人以上・１００～４９９人企業・３０～９９人企業）

（資料出所）厚生労働省「雇用均等基本調査」

◯ 短時間勤務制度、所定外労働の免除、始業終業時刻の繰り上げ・繰り下げの導入割合が上昇して
いる。
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短時間勤務等の措置を実施している 短時間勤務制度 所定外動労の免除

始業終業時刻の繰り上げ・繰り下げ １際以上の子を対象とする育児休業 フレックスタイム

経費の援助措置 事業所内託児施設
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76.5 

72.7 

85.5 

2.4 

9.5 

11.6 

13.2 

29.7 

36.8 

58.5 

63.4 

69.8 

80.2 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

子育て中の在宅勤務制度

事業所内託児施設の運営

子育てサービス費用の援助措置等

転勤免除

フレックスタイム制度

職場への復帰支援

始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ

所定外労働をさせない制度

配偶者が出産の時の男性の休暇制度

子の看護休暇

2006年

2012年 77.1 

96.6 

83.5 

87.0 

85.2 

79.8 

80.7 

62.3 

69.7 

58.8 

75.0 

97.5 

84.0 

75.6 

76.7 

80.5 

68.5 

61.4 

67.2 

53.0 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

子育て中の在宅勤務制度

事業所内託児施設の運営

子育てサービス費用の援助措置等

転勤免除

フレックスタイム制度

職場への復帰支援

始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ

所定外労働をさせない制度

配偶者が出産の時の男性の休暇制度

子の看護休暇

2006年

2012年

（資料出所）労働政策研究・研修機構「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査結果」（2013）

各両立支援制度導入済みの企業の割合と
利用者のいた企業の割合の経年比較

◯ 2006年と比較すると、制度導入割合が上昇しているものが多い。
◯ 多くの企業で利用者のいた割合は上昇しており、特に「フレックスタイム制度」、「始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ」や「転
勤免除」などで大きく上昇している。
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（３）女性の就業状況
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女性の継続就業率

5.7% 8.1% 11.2% 14.8% 17.1%

18.3% 16.3% 13.0%
11.9% 9.7%

37.4% 37.7% 39.3%
40.6% 43.9%

35.5% 34.6% 32.8% 28.5% 24.1%

3.1% 3.4% 3.8% 4.2% 5.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1985-89 1990-94 1995-99 2000-04 2005-09
子どもの出生年

就業継続（育休利用） 就業継続（育休なし）
出産退職 妊娠前から無職
その他・不詳

約６割の女性が出産・育児により退職している。

出産前
有職
70.7
(100)％

出産後

継続就業率
26.8
(38.0)％
(※１)

（資料出所）厚生労働省
「第１回21世紀出生児縦断調査（平成22年出生児）」

（資料出所）国立社会保障・人口問題研究所
「第１４回出生動向基本調査（夫婦調査）」

（※）（ ）内は出産前有職者を100として、出産後の継続就業者の割合を算出

目標値（日本再生戦略）

第１子出産前後の女性の継続就業率

３８％（平成２２年）→５０%（平成２７年）→５５％（平成３２年）

正規の職員52.9％
パート・派遣18.0％

24.6%
36.0%

48.7%

42.6%

25.6%
19.9%

1.0% 1.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2010

不詳

出産１年前無職（学生含む）

出産半年後無職（学生を含む）

出産半年後有職（育児休業中等の休業含む）

73.5
(100)％

24.6
(32.2)％
(※)

出産前
有職
78.6
(100)％

出産後
継続就業率
36.0
(45.8)％
(※)

2005年次世代育成支援対策推進法施行

※２

※２ 2005年次世代育成支援対策推進法施行
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66.3 

76.1 

87.9 

19.6 

37.5 

60.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

計 育児休業規定あり 育児休業規定ありのうち

利用しやすい雰囲気

正規

非正規

（資料出所）厚生労働省「第８回２１世紀成年者縦断調査」 （平成２１年１１月実施）

正規

非正規

正規・非正規別の継続就業の状況

◯ 非正規雇用でも、職場に育児休業制度があり、利用しやすい雰囲気のところでは継続
就業率は高くなっている。

第一子出産時の継続就業者の割合
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（資料出所）労働政策研究・研修機構「出産・育児と就業継続」（2012）

第１子出産前後雇用率

69.1%

39.2% 38.7%
43.0%

68.5%

28.8% 27.9%
31.5%

67.4%

24.5% 24.2% 25.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

出産1年前 出産時点 出産1年後 出産2年後

2005 年以降

1999-2004年

1998年以前

※

※ ２００５年 次世代育成支援対策推進法 施行
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（４）人口関係
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平成24年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○日本の人口は近年横ばいであり、人口減少局面を迎えている。2060年には総人口が9000万人を
割り込み、高齢化率は40％近い水準になると推計されている。

人口（万人）

生産年齢
人口割合

50.9%

高齢化率
39.9%

合計特殊
出生率
1.35
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日本の人口の推移

生産年齢人口（15～64歳）割合

高齢化率（65歳以上人口割合）

合計特殊出生率

15～64歳人口

14歳以下人口

65歳以上人口

63.8%
(2010)
※１

23.0%
(2010)
※１

1.41
(2012)

12,806万人※１

11,662

3,685

6,773

1,204

8,674

3,464

4,418

791

（出所） 総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）
厚生労働省「人口動態統計」

※１ 平成２４年度 総務省「人口推計」においては、総人口：1億2,752万人 生産年齢人口割合：62.9％ 高齢化率：24.1％ となっている。 67


